
別　紙

契約件名 仙台第４合同庁舎構内緑地管理業務請負契約

履行場所 仙台第４合同庁舎

所 在 地 仙台市宮城野区鉄砲町１番地

契約期間 令和 から 令和

仕　　様
この業務は、仙台第４合同庁舎構内の緑地を適切に管理することにより、施設の良好な

環境を保持することを目的とする。
１．業務内容

仙台第４合同庁舎植栽配植図に掲げる樹木等に係る緑地管理を行うものとする。
２．有資格者の配置

当該作業に当たっては、次の資格若しくはこれに準ずると認められる資格を有して
いる者を配置すること。
①造園施工管理技士
②農薬管理指導士
③街路樹剪定士

３．管理方法
① 月１回構内を巡回し、植栽の状況を把握するとともに、必要に応じ、植栽の手入れ

を行うこと。
② 高木の整枝、剪定は、１２月に行うものとし、切り口は養生すること。

なお、剪定枝葉及び取芝等は、庁舎構内から搬出し適切な処理をすること。
③ 施肥は、１１月に実施すること。
④ 防虫防除のため消毒を７月に行うこと。

なお、消毒に使用する薬剤及び散布方法は、庁舎及び近隣への環境に悪影響を与え
ないものであること。

⑤ 美観の維持及び植栽育成のため、低木について刈り込みを６～７月に行うこと。
⑥ 植栽の育成及び環境保持のため、除草を６～７月、８月及び１０月に行うこととし、

生育上必要に応じ別途除草作業を行う。
なお、除草は地中の根元から完全に抜き取り、除去後植栽に悪影響を与えないよう
原状に戻すこと。
また、作業中ごみ等があった場合は取り除き、作業終了後は雑草等とともに庁舎
構内から搬出し適切な処理をすること。

４．経費の分担区分
① 当官署の負担

作業に要する電力及び水
② 請負者の負担

作業員、各種機器及び消耗品、作業上の不注意による既設物、樹木等の破損、損傷
に係る賠償。

５．その他
① ３-①の巡回開始前及び終了後は、当官署係官に報告し、管理状況について報告する

こと。
② ３-②から⑥に定められている各作業の実施月については、植栽の良好な管理を行う

ためにやむを得ないと認められる場合は、当官署係官と受注者が協議のうえ、変更
することができる。
なお、具体的実施日については、当官署係官及び受注者が協議して決めるものとする。

③ 受注者は、契約締結後直ちに作業計画書を作成のうえ当官署係官に提出するものと
する。

④ 受注者は、各月の業務が終了したときは、業務完了報告書を当官署係官に提出するも
のとする。

⑤ この仕様書に記載されている内容以外で受注者の業務の範囲内と思料される業務及び
当官署係官の指示による業務で軽微なものは、契約額の範囲内で実施するものとする。

⑥ その他必要事項は係官の指示に従うものとする。

仕　　様　　書

8 年 6 月 1 日 9 年 3 月 31 日








